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島根県後期高齢者医療広域連合告示第 18号 

平成 27年第 2回島根県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

平成 27年 10月 19日 

                    島根県後期高齢者医療広域連合長 松 浦 正 敬 

1 期   日  平成 27年 11月 19日 

2 場  所  市町村振興センター6階 大会議室 

 

                                                                   

○開会日に応召した議員 

髙 宮 陽 一             山 下   修 

竹 腰 創 一             近 藤 宏 樹 

下 森 博 之             松 田 和 久 

佐 々 木 惠 二 

                                        

○応召しなかった議員 

       山 本 勝 太 郎             難 波 俊 司 

       三 宅   実 



 - 2 - 

                                                

平成 27年第 2回島根県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

                           平成 27年 11月 19日（木曜日） 

                                                

議事日程 

                       平成 27年 11月 19日 午後 0時 45分開会 

日程第 1 議長の選挙 

日程第 2 副議長の選挙 

日程第 3  議席の指定 

日程第 4  会議録署名議員の指名 

日程第 5  会期の決定 

日程第 6 議案第 7 号 平成 27 年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第 1

号） 

日程第 7 議案第 8号 平成 27 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第 2号） 

日程第 8  承認第 1号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例 

日程第 9  承認第 2号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する

条例 

日程第 10 承認第 3号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 11 承認第 4号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

平成 26 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第 3号） 

日程第 12 承認第 5号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

平成 27 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第 1号） 

日程第 13 決算第 1号 平成 26年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算 

日程第 14 決算第 2号 平成 26 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算 

日程第 15 同意第 1号 島根県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 
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本日の会議に付した事件 

日程第 1 議長の選挙 

日程第 2 副議長の選挙 

日程第 3  議席の指定 

日程第 4  会議録署名議員の指名 

日程第 5  会期の決定 

日程第 6 議案第 7 号 平成 27 年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第 1

号） 

日程第 7 議案第 8号 平成 27 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第 2号） 

日程第 8  承認第 1号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

を改正する条例 

日程第 9  承認第 2号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する

条例 

日程第 10 承認第 3号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

島根県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 11 承認第 4号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

平成 26 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第 3号） 

日程第 12 承認第 5号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

平成 27 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第 1号） 

日程第 13 決算第 1号 平成 26年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算 

日程第 14 決算第 2号 平成 26 年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算 

日程第 15 同意第 1号 島根県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

 

                                         

出席議員（7名） 

       1番 髙 宮 陽 一       2番 山 下   修 

       4番 竹 腰 創 一       5番 近 藤 宏 樹 

7番 下 森 博 之       9番 松 田 和 久 
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10番 佐 々 木 惠 二 

                                         

欠席議員（3名） 

       3番 山 本 勝 太 郎       6番 難 波 俊 司 

       8番 三 宅   実 

                                               

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長  ------  中 村 一 博    書記  -----  矢 野 哲 也 

                                              

説明のため出席した者の職氏名 

広域連合長  --------  松 浦 正 敬  会計管理者 -------- 加 村 修 二 

事務局長  ----------  伊 藤   玄  業務課長  ----------  松 延 由 子 

                                              

午後０時４５分開会 

○議会事務局長（中村 一博）  平成２７年第２回島根県後期高齢者広域連合議会定例会

の開議時刻となりました。開会に先立ちまして臨時議長を議会事務局から紹介させていただ

きます。 

議員協議会でも報告いたしましたが、現在、広域連合議会では、議長並びに副議長が欠員

となっているため、地方自治法第１０７条の規定により、議長を選挙するまでは、年長議員

に臨時議長の職務を担っていただきます。 

本日の出席議員のなかでは、隠岐の島町の松田和久議員が最年長となります。 

松田議員におかれましては、議長席にご登壇いただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

              ・   ・                 

○臨時議長（松田 和久）  ご紹介いただきました、松田和久でございます。 

本日、議長及び副議長が欠員となっております。初めての議会を開催する運びとなりまし

たが、先程、議会事務局長からご紹介がございましたように、私が最年長だそうでございま

す。地方自治法第１０７条の規定するところによりまして、臨時議長の職をとらせていただ

きます。何とぞよろしくお願い致します。 

              ・   ・                 

○臨時議長（松田 和久）  それでは座って進めさせていただきます。 

それではこれより、平成２７年第２回島根県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会し、

直ちに本日の会議を開きます。 

日程に入ります前に報告を申し上げたいと思います。 

安来市の金山議員から今年４月２０日付で辞職願が提出されております。また、邑南町の

山中議員、奥出雲町の景山議員からも５月２９日付で辞職願が提出され、同日付で辞職を許
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可されました。また、益田市の寺井議員が任期満了となりまして、４名の議員が欠員となっ

ておりましたが、４月２４日、６月１日、９月９日告示の島根県後期高齢者医療広域連合議

会議員選挙において、松江市から山本議員、飯南町から難波議員、隠岐の島町から髙宮議員、

そして益田市から佐々木議員が当選されておりますのでご報告申し上げます。 

以上諸般の報告とさせていただきます。 

                   ・   ・                 

   日程第１ 議長選挙について 

○臨時議長（松田 和久）  日程第１、これより「議長の選挙」を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推選にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（松田 和久）  ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推薦によ

ることに決定をいたしました。 

○臨時議長（松田 和久）  お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、臨時議長を務めております私から指名させていただきたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（松田 和久）  ご異議なしと認めます。 

よって、臨時議長を務めております私から指名することに決定をいたしました。 

議長に、佐々木惠二議員を指名いたします。 

○臨時議長（松田 和久）  お諮りいたします。 

ただいま指名をいたしました佐々木惠二議員を議長選挙の当選人と定めることにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（松田 和久）  ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました佐々木惠二議員が議長に当選をされました。 

  ただいま議長に当選をされました、佐々木惠二議員が議場にいらっしゃいますので、本席

から告知をさせていただきたいと思います。 

  それでは、当選をされました佐々木惠二議長には、自席からで結構でございます。ごあい

さつをお願いいたします。 

○議長（佐々木 惠二） 失礼いたします。先程ご紹介いただきました、益田市議会議長の

佐々木でございます。ただいま、議員各位から御推挙を賜り、広域連合議会の議長という要

職に就かせていただくことになりましたが、誠に光栄なことでございまして、その責務の重

大さを痛感をいたしているところでございます。そしてまた、島根県の後期高齢者医療行政

の更なる発展に微力ながら全力を尽くす覚悟でございます。 

  議会といたしましても、松浦広域連合長と連携を図りながら、制度が円滑に進められるよ
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う、正確で迅速な議会運営に誠心誠意努めてまいる所存でございます。 

どうか議員の皆様方、広域連合長をはじめ、皆様方のご理解とご協力を賜りますようお願

いを申し上げまして、簡単でございますが就任のごあいさつとさせていただきます。ありが

とうございました。 

○臨時議長（松田 和久） ありがとうございました。以上をもちまして、臨時議長の役目を

終わらせていただきます。 

  ご協力大変ありがとうございました。それでは新議長さんは、議長席にお着き願います。 

              ・   ・                 

日程第２ 副議長の選挙 

○議長（佐々木 惠二）  早速でございますけれども、議事の方に引き続きまして入らさせ

ていただきます。 

それでは日程第２、これより「副議長の選挙」を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、 

指名推選にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は、指名推選によるこ

とに決しました。 

  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたい

と思いますが、これにご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  ご異議なしと認めます。よって指名の方法は、議長において指名

することに決しました。副議長に髙宮陽一議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま指名いたしました髙宮陽一議員を、副議長の当選人と定める

ことにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました髙宮

陽一議員が副議長に当選されました。 

  ただいま副議長に当選されました髙宮陽一議員が議場におられますので、本席から告知を

いたします。 

  それでは当選されました､髙宮陽一副議長からごあいさつをお願いを申し上げます。 

○副議長（髙宮 陽一）  失礼いたします。ただいま副議長という大役を仰せつかりまし

た髙宮でございます。先ほど佐々木議長からもお言葉がありましたが、私もその責任の重大

さを痛感をいたしております。微力ではございますが、佐々木議長を補佐しながら広域連合

議会の公正で円満な議会運営に全力をもって努めたいと存じます。 

どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 
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               ・   ・                 

日程第３ 議席の指定 

○議長（佐々木 惠二）  ありがとうございました。 

日程第３、「議席の指定」を行います。 

  今回新たに当選された議員の議席に関連し、議席は、議長において指定いたします。 

 広域連合議会会議規則第４条第２項の規定により、新たな議席は、ただ今ご着席のとおり

指定いたします。 

               ・   ・                 

日程第４ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐々木 惠二）  日程第４、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、議長において、４番竹腰創一議員及び５番近藤宏樹議員を指名いたし

ます。 

               ・   ・                 

日程第５ 会期の決定 

○議長（佐々木 惠二）  日程第５、「会期の決定」を議題といたします。 

  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  ご異議なしと認めます。よって、会期は１日間と決定いたしま

した。 

                 ・   ・                 

日程第６ 議案第７号 から 日程第７ 議案第８号 

○議長（佐々木 惠二）  日程第６、「議案第７号平成２７年度島根県後期高齢者医療広

域連合一般会計補正予算（第１号）」及び日程第７、「議案第８号平成２７年度島根県後期

高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）」を一括して議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  松浦広域連合長。 

○広域連合長（松浦 正敬）  連合長の松浦でございます。それでは議案の提案を致しま

す。最初に議案の１ページをご覧いただきたいと思います。 

議案第７号平成２７年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）につ

きまして、ご説明を申し上げます。 

２ページ、３ページをご覧下さい。 

今回の補正予算は、当初予算額、４億５，４０３万円から、１，９８０万４千円を減額し、

歳入歳出それぞれ４億３，４２２万６千円とするものであります。主な内容といたしまして
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は、平成２６年度決算の確定に伴い、一般会計及び特別会計で生じた決算剰余金等を予算計

上することにより、本年度の市町村事務費負担金を３，０７３万７千円減額するものであり

ます。 

また、派遣職員の産休に伴う臨時職員の雇用のため、人件費として７３万４千円計上する

ものであります。 

以上、一般会計補正予算の概要説明とさせていただきます。 

続きまして、議案１１ページをご覧ください。 

議案第８号平成２７年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号）につきまして、ご説明申し上げます。 

議案の１２ページ、１３ページをご覧下さい。 

今回は、補正前予算額１，０６４億２，２６５万２千円に、７億２，０３９万５千円を追

加し、歳入歳出それぞれ１，０７１億４，３０４万７千円とするものであります。歳出の主

な内容といたしましては、基金積立金として、医療給付費準備基金積立金を５億１，６８８

万円増額するものであります。これにつきましては、平成２６年度決算において生じた保険

料分の決算剰余金を基金に積み立てるものであります。 

次に、諸支出金として、２億３５１万５千円を増額するものであります。これは、平成

２６年度療養給付費負担金等の精算に伴う超過交付分を国、県、市町村へ返還する償還金で

あります。この経費を賄う歳入の主な内容といたしましては、まず、平成２６年度療養給付

費負担金の精算に伴い追加交付される負担金を、市町村支出金として、２，２２０万１千円

増額し、同様に国庫支出金及び県支出金として、各々６６７万９千円増額するものでありま

す。 

次に、繰入金については、決算剰余金の預金利子分を予算計上することにより、一般会計

繰入金を２，０５３万８千円減額するものであります。また、繰越金として、平成２６年度

特別会計決算剰余金を７億５３７万４千円増額するものであります。 

以上、特別会計補正予算第２号の概要説明とさせていただきます。何卒よろしくご審議の

程、お願い申しあげます。 

○議長（佐々木 惠二）  これより質疑に入ります。 

議案第７号平成２７年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）及び

議案第８号平成２７年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正予

算（第２号）に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  質疑なしと認めます。 

 これをもって、議案第７号及び議案第８号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

 議案第７号及び議案第８号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（佐々木 惠二）  討論なしと認めます。 

これにて討論を終結いたします。 

 これより表決に移ります。 

議案第７号平成２７年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）を採

決いたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって議案第７号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第８号平成２７年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第２号）を採決いたします。 

本案は原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

              ・   ・                 

   日程第８ 承認第１号 から 日程第１２ 承認第５号 

○議長（佐々木 惠二）  日程第８、「承認第１号専決処分の報告及び承認を求めることに

ついて」から日程第１２、「承認第５号専決処分の報告及び承認を求めることについて」ま

で承認５件を一括して議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  松浦広域連合長。 

○連合長（松浦 正敬）  承認第１号から承認第５号につきましては、地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分したものであり、一括してご報告を申し上げ、ご承認をいた

だきたいと存じます。 

承認第１号につきましては、議案の２３ページをご覧下さい。 

  高齢者の医療の確保に関する法律施行令が改正されたことに伴い、後期高齢者医療に関す

る条例について所要の改正を行ったものであります。改正内容としましては、低所得による

保険料の５割軽減及び２割軽減について、軽減対象となる所得の基準額を引き上げ、対象者

を拡大するものであります。 

以上、承認第１号につきまして、ご説明を申し上げました。 

承認第２号につきましては、議案の２６ページをご覧下さい。行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）の施行に伴い、個人情報保護条例

について所要の改正を行ったものであります。改正内容の１点目は、法律が適用される特定

個人情報の取り扱いについて特例を定めること、２点目は、特定個人情報保護評価の第三者
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点検を行う機関を島根県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会とすることでございま

す。 

以上、承認第２号につきまして、ご説明申し上げました。 

続きまして承認第３号につきましては、議案の３３ページをご覧下さい。 

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部改正に伴い、地方公務員災

害補償法施行令の一部が改正をされたため、所要の改正を行ったものであります。改正内容

の１点目は、共済年金が厚生年金に統合されたことに伴い、法律の施行日以降は原則として

厚生年金が支給されることになったため、障害共済年金及び遺族共済年金については厚生年

金として支給するための調整率を定めるものであります。 

  ２点目は、障害者自立支援法の一部改正に伴う引用法令の名称変更及び条項ずれを整理し

たものでございます。 

以上、承認第３号につきまして、ご説明申し上げました。 

続きまして議案の４０ページをご覧ください。 

承認第４号平成２６年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第３号）につきましてご説明申し上げます。 

４１ページ、４２ページをご覧ください。 

この補正予算は補正前予算額１，０５９億１，８４７万に５，４８２万６千円を追加し、

歳入歳出それぞれ１，０５９億７，３２９万６千円とするものであります。歳出につきまし

ては、総務管理費２０万円、特別高額医療費共同事業拠出金４３３万３千円、基金積立金

４２万８千円、諸支出金４，９８６万５千円を計上するものであります。この内、特別高額

医療費共同事業拠出金では、実績が増えたことによる拠出金の追加として４３３万３千円を

計上するものであります。また、諸支出金では、平成２０年度から平成２４年度までの高額

医療費などの実績修正に伴う事業費の精算によって国庫等負担金の返還として４，９８６万

５千円が必要になったものであります。これらの経費を賄う歳入といたしましては、市町村

支出金では、療養給付費の実績修正に伴う精算による増加分として６１万４千円を計上する

ものです。また、国庫支出金では、特別高額共同事業補助金の増加分として８３万９千円を

計上するものです。支払基金交付金では、療養給付費の実績修正に伴う精算による増加分と

して、２５６万３千円を計上するものであります。繰入金では、臨時特例基金繰入金及び医

療給付費準備基金繰入金の増加分として５，０８１万円を計上するものです。 

以上、承認第４号につきまして、ご説明申し上げました。 

続きまして議案の５１ページをご覧ください。 

承認第５号平成２７年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）につきましてご説明申し上げます。 

議案の５２ページ、５３ページをご覧下さい。 

この補正予算は、当初予算額１，０５７億２，２００万円に、７億６５万２千円を追加し、

歳入歳出それぞれ１，０６４億２，２６５万２千円とするものであります。歳出の内容とい
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たしましては、諸支出金として、７億６５万２千円を増額するものであります。これは、平

成２６年度後期高齢者交付金の精算分を返還するための償還金であります。この経費を賄う

歳入として、平成２６年度の決算剰余金である繰越金を歳出と同額の７億６５万２千円増額

するものであります。 

以上、承認第５号につきまして、ご説明を申し上げました。 

承認第１号から承認第５号につきまして、何とぞよろしくご審議のほど、お願い申しあげ

ます。 

○議長（佐々木 惠二）  これより質疑に入ります。 

  承認第１号「専決処分の報告及び承認を求めることについて」から、承認第５号「専決処

分の報告及び承認を求めることについて」まで、承認５件について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  質疑なしと認めます。 

これをもって、承認第１号から承認第５号まで、承認５件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 承認第１号から承認第５号まで、承認５件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより表決に入ります。 

 承認第１号「専決処分の報告及び承認を求めることについて」を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、承認第１号は承認することに決しました。 

○議長（佐々木 惠二）  次に、承認第２号「専決処分の報告及び承認を求めることについ

て」を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、承認第２号は承認することに決しました。 

○議長（佐々木 惠二）  次に、承認第３号「専決処分の報告及び承認を求めることについ

て」を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、承認第３号は承認することに決しました。 
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○議長（佐々木 惠二）  次に、承認第４号「専決処分の報告及び承認を求めることについ

て」を採決いたします。 

  本件を承認することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、承認第４号は承認することに決しました。 

○議長（佐々木 惠二）  次に、承認第５号「専決処分の報告及び承認を求めることについ

て」を採決いたします。 

 本件を承認することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、承認第５号は承認することに決しました。 

              ・   ・                 

日程第１３ 決算第１号 から 日程第１４ 決算第２号 

○議長（佐々木 惠二）  日程第１３、「決算第１号平成２６年度島根県後期高齢者医療

広域連合一般会計歳入歳出決算」及び日程第１４、「決算第２号平成２６年度島根県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算」を一括して議題といたします。 

提出者の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  松浦広域連合長。 

○広域連合長（松浦 正敬）  決算第１号平成２６年度島根県後期高齢者医療広域連合一

般会計歳入歳出決算及び決算第２号平成２６年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算につきまして、一括してご説明申し上げます。 

説明は「平成２６年度 一般会計・特別会計主要施策の成果」によりさせて頂きますが、

詳細につきましては、お手元の決算書及び監査委員から提出されております決算審査意見書

に記載されておりますので、併せてご覧いただきますようお願いいたします。 

主要施策の成果１、２ページをご覧ください。 

平成２６年度の一般会計の決算は、歳入総額４億４，０２８万２千円に対し、歳出総額

４億２，７３４万８千円となり、実質収支は１，２９３万４千円の黒字決算となりました。 

歳入につきましては、市町村からの事務費負担金である分担金及び負担金が４億

１，５３３万３千円、前年度繰越金が２，３２２万６千円、預金利子等の諸収入が３万６千

円、システム開発経費に係る補助金である県支出金が１６８万７千円となりました。また、

前年度比では、総額で１，５６９万４千円の減、率にして３．４％の減となりました。この

主な理由としましては、事務用機器の更新費等の減による分担金及び負担金の減、電算シス

テムの機器更改対応経費の減等による諸収入の減、などによるものです。 

一方、歳出につきましては、議会費が９万２千円、広域連合派遣職員に係る人件費負担金
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などの総務費が１億５，４７０万８千円、電算システムの運営経費や後期高齢者医療事業特

別会計への繰出金である民生費が２億７，２５４万 8 千円となりました。また、前年度比で

は、総額で５４０万２千円の減、率にして１．２％の減となりました。この主な理由としま

しては、財務会計システム更新費の減などによる総務費の減、電算システムの機器更改対応

経費等の減などによる民生費の減、などによるものです。 

次に、特別会計の決算は、歳入総額１，０５７億６，７６５万６千円に対し、歳出総額

１，０４３億６，１６２万９千円となり、実質収支は１４億６０２万７千円の黒字決算とな

りました。なお、この実質収支には、翌年度の精算予定額が８億６，８６０万９千円含まれ

ているため、純粋な実質収支はこれを差し引いた５億３，７４１万８千円で、このうち保険

料分の実質収支が５億１，６８８万円となったところです。 

主な歳入としましては、市町村支出金が１６４億８，８６８万１千円、国庫支出金が

３６２億７，７４１万７千円、県支出金が８５億５，６３８万５千円、支払基金交付金が

４１９億３，５８８万９千円などとなりました。また、前年度比では、総額で２１億

１，０８５万２千円の増、率にして２．０％の増となりました。この主な理由としましては、

保険給付費の増加に伴い、公費負担が増となったことなどによる国・県・市町村支出金の増、

同じく、保険給付費の増加に伴い、現役世代からの支援金である支払基金交付金の増、など

によるものです。 

一方、主な歳出としましては、総務費が１億１，０８９万５千円、保険給付費が

１，０１６億３，０５６万８千円、健康診査委託などの保健事業費が２億９，４０３万８千

円などとなりました。また、前年度比では、総額で２１億８，９５４万８千円の増、率にし

て２．１％の増となりました。この主な理由といたしましては、一人あたり医療費の増によ

る保険給付費の増、臨時特例基金積立金の増等による基金積立金の増、前年度超過交付分の

国・県・市町村及び支払基金への返還金が増となったこと等による諸支出金の増、などによ

るものです。 

平成２０年度から施行された後期高齢者医療制度は、８年目を迎え、制度の浸透もあり安

定的な運営がなされつつある状況の中、広域連合といたしましては、高齢者の方々に配慮し

た医療制度となるよう、これまで以上に構成市町村や国、県と緊密な連携を保ちながら、健

全な財政運営に努めて参ります。 

以上、平成２６年度の一般会計及び特別会計決算のご説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、御認定いただきたいと存じます。 

 

○議長（佐々木 惠二）  これより質疑に入ります。 

  決算第１号平成２６年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算及び決算第

２号平成２６年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（佐々木 惠二）  質疑なしと認めます。 

  これをもって、決算第１号及び決算第２号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  決算第１号及び決算第２号について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより表決に入ります。 

  決算第 1号平成２６年度島根県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算を採決いた

します。 

  本決算を認定することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、決算第１号は認定することに決しました。 

 次に、決算第２号平成２６年度島根県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算を採決いたします。 

  本決算を認定することに賛成の議員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（佐々木 惠二）  挙手全員であります。 

  よって、決算第２号は認定することに決しました。 

              ・   ・                 

日程第９ 同意第３号 

○議長（佐々木 惠二）  日程第１５、「同意第１号島根県後期高齢者医療広域連合監査

委員の選任について」を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  松浦広域連合長。 

○広域連合長（松浦 正敬）  同意第１号についてご説明を申し上げます。 

議案の６１ページをご覧下さい。本件につきましては、広域連合監査委員２名のうち識見

を有する監査委員に選任されておりました吉村信氏が、去る７月２５日をもって監査委員の

任期が満了となり、現在欠員となっております広域連合監査委員の選任について同意を求め

るものであります。 

 選任に当たりましては、現在までの実績を考慮いたしました結果、吉村信氏を適任者と認

め、再度選任をいたしたく存じますので、よろしくご同意をいただきますようお願いを申し

上げます。 

○議長（佐々木 惠二）  お諮りいたします。 
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  ただいま議題となっております同意第１号島根県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任

については、これに同意することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐々木 惠二）  ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第１号はこれに同意することに決しました。 

              ・   ・                 

○議長（佐々木 惠二）  これにて、平成２７年第２回島根県後期高齢者医療広域連合議会

の定例会を閉会いたします。 

午後１時１９分 閉会 

                                         

 

 


